
新たに県内21商工会の会員となられた皆様を紹介します。
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新会員から一言：地元特産の｢黒にんにく｣を麺に練り込んだ薬膳ラーメンが大
変好評を得ております。更に｢こごみ・こはぜ・山の芋｣など栄養価の高い山菜
を使った麺・スープなども開発中です。

新会員から一言：センサーやLEDを利用した、便利で心地良いインテリアライトの
設計から販売までを手がけています。また、簡単なオリジナルキットを使って、子供
から大人までちょっと変わった照明作りを楽しめる体験工作室も行っています。

新会員から一言：「世界にひとつだけ」の時計をお客様にお届けし、「ハピネスのオ
リジナル時計でみんながＨａｐｐｉｎｅｓｓな時間をすごせるように！」をモットーに、製造販
売を行っております。どうぞよろしくおねがいします。

企 業 名 ： 味噌らぁ麺専門店　初心（ゼロ）
代 表 者 名 ： 高橋　洋
所 在 地 ：   大館市川口字大人沢９３−１
連 絡 先 ：   TEL 0186-49-3113

企 業 名 ： 進藤電気設計
代 表 者 名 ： 進藤　正彦
所 在 地 ：   〒018-1401 

潟上市昭和大久保字町後79-7
連 絡 先 ：   TEL 018-877-5303 

FAX　同上

ホームページ ：   http://shindo-ds.
com/

E - m a i l  ：   info@shindo-ds.com

企 業 名 ： ハピネス
代 表 者 名 ： 村田　広和
所 在 地 ：      〒019-1404 

仙北郡美郷町六郷字西高方町102-60　美郷町起業支援室1階A室
連 絡 先 ：   TEL0187-88-8975　  FAX0187-88-8976
ホームページ ： http://www.happiness-timer.jp/

必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も
　すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、平成25年10月26日から

「時間額665円」に改正されています。
　また、特定の産業に適用される４つの「特定最低賃金」も次のとおり改正されました。
　なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後６
月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事するなどの労働者は秋田県最低賃金が
適用されます。

・詳しくは秋田労働局賃金室 018−883−4266 または最寄りの労働基準監督署まで。

特定最低賃金の件名 最低賃金額 効力発生日
非鉄金属製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む） 時間額790円 平成25年12月28日
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電
気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置、製造業

（光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業
を除く）

時間額725円 平成25年12月28日

自動車・同附属品製造業 時間額763円 平成25年12月28日
自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 時間額750円 平成25年12月28日
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